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表紙写真 ： 松江の大橋川に架かる松江大橋と白い時計台
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2

暴力団のない
安全・安心な島根を目指して
～新たなる脅威「匿名・流動型犯罪グループ」への対応～

　県民の皆様には、平素から暴力団対策をはじめ
警察業務各般にわたり、深いご理解とご協力を
賜っており、心からお礼を申し上げます。
　さて、全国の暴力団の勢力についてですが、令
和6年末時点での暴力団構成員の数は18,800人で、
昨年から約1,600人減少しており、暴力団対策法が
施行された平成3年には91,000人であったのが初め
て2万人を割っています。
　これは、官民一体となった暴力団排除活動の進
展や暴力団対策法等を適用した取り締まりによ
り、暴力団から構成員の離脱が進んだことなどが
要因として考えられます。
　県内においては、六代目山口組系の組織を3団
体、約50人の暴力団構成員等を把握しており、前
年比で約10人減少しました。
　全国的にみれば島根県内の勢力自体は多くな
く、表向きは平穏に見えますが、六代目山口組と
そこから離反した神戸山口組との対立抗争を受
け、本県でも、島根県公安委員会が松江市を警戒
区域に定め、両団体を「特定抗争指定暴力団等」
として指定し、指定期限の延長をするなど、情勢
に応じた措置を講じながら、対立抗争事件の未然
防止を図っています。
　今年4月には、六代目山口組が兵庫県警に対し
て、抗争終結の宣誓書を提出した事実があります
が、現状では六代目山口組からの一方的な宣誓で
あるため、抗争が終結したと見なされるものでは
なく、今後の情勢は不透明なため、警察としては
引き続き警戒を続けております。

　　    松　島　和　博
島根県警察本部刑事部参事官
組織犯罪対策課長

　一方、暴力団の資金源獲得犯罪については、こ
れまでの恐喝、賭博、薬物犯罪等に加えて、いわ
ゆる特殊詐欺のような知能犯罪にも介入するな
ど、その態様は、社会、経済情勢に応じて多様化
させている状況があります。
　近年では、暴力団のほか、緩やかな結びつきで
離合集散を繰り返しながら犯罪に及ぶ「匿名・流
動型犯罪グループ」が特殊詐欺及びSNS型投資・
ロマンス詐欺、組織的窃盗、風俗関連事犯などを
行っていることが新たな治安の脅威となってお
り、これら犯罪グループの収益が最終的には暴力
団にも流れているとみられます。
　当県警としましても、これら犯罪グループの実
態解明に向けた捜査を重点目標に定め、組織犯罪
対策課内に「匿名・流動型犯罪対策室」を設置
し、全国警察と連携した情報収集、分析、犯罪捜
査を力強く推し進めているところです。
　こうした、種々の暴力団排除の活動には、暴力
追放県民センターをはじめ、島根県弁護士会民事
介入暴力対策委員会等の関係機関や事業者の皆様
との連携が不可欠であり、今後とも協力体制を維
持しながら暴力団排除活動を推進するとともに、
警察の活動に対して一層のご理解とご支援を賜り
ますようお願い申し上げます。
　最後になりましたが、皆様の御健勝と御多幸を
心からお祈り申し上げます。

3

広報啓発事業 暴力相談事業 救済事業

組織活動支援事業

委託講習事業

調査研究事業 研修事業

令和7年度事業計画
暴力団勢力や当センターの運営課題を踏まえて、下記の事業に取り組みます。

令和6年度の主な活動令和6年度の主な活動
理事会・評議員会の開催 暴力追放・銃器根絶島根県民大会

○暴力追放・銃器根絶島根県民大会の開催
○機関誌、ポスター等の発行・配布
○暴排功労団体・個人の表彰

○暴力追放相談委員による相談活動
○県弁護士会民暴委員会・県警察との連携
○「暴力団相談の日」の開設（毎月第2金曜日）

○暴力団に絡む損害賠償請求訴訟等に
　対する支援
○暴力団からの被害者保護・救済諸経費
　の支援

○地域・職域からの暴力団排除活動
○暴力団から少年を守る活動
○暴力団離脱・就労等社会復帰支援活動

○不当要求防止責任者講習の計画・実施
○講習技能の向上と講習内容の充実

○反社の動向・情勢の分析と反社対応への活用
○暴排意識の把握と暴排施策・講習等への
　活用

○研修会参加による反社実態の把握と情報収集
○民暴研究会等での民暴事案対応の研究
○民事介入暴力対策島根大会への協力
○新公益法人制度への円滑な移行

理事会・評議員会を各2回開催し、事業計画・予算
案、事業報告・決算のほかセンター運営について
審議しました。

島根県民会館中ホールにおいて、約500人の皆様の参加をいただき開催しました。
大会は、表彰・大会宣言、特別講演のほか、多くの高校生にも参加をしていただき立正大淞南高校
マーチングバンド部によるパフォーマンスもあり、大盛況の大会になりました。（11/21）

暴力団社会復帰対策協議会 不当要求防止責任者講習 暴力相談委員の委嘱

関係10機関と民暴弁護士で、暴力団離脱や離脱
後の就労など社会復帰支援について情報共有と
協力を確認しました。（1/20）

39回実施し、1235人の方に受講していただき
ました。講習では、ロールプレイングも取り入れ、
実戦的な講習を行いました。

選任された暴力相談委員6名の方に委嘱状を交
付しました。その後研修を行いました。委員には
2年間務めていただきます。（7/16）

※詳しくは、当センターのホームページをご覧ください。

「第33回　暴力追放・銃器根絶島根県民大会」の開催「第33回　暴力追放・銃器根絶島根県民大会」の開催
皆様のご参加をお待ちしています！皆様のご参加をお待ちしています！

日　時：令和7年10月22日（水）午後2時　 開会（予定）
場　所：島根県民会館　中ホール

お知らせ
入場無料
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準構成員 構成員 県内構成員等

平成17年以降減少傾向が継続。令和6年末現在、約１８，８００人（前年比－１，６００人）㊟
○六代目山口組と神戸山口組、池田組、絆會との間の対立抗争は未だ継続状態。
○「組織実態の隠蔽・不透明化」と「資金獲得活動の悪質・巧妙化」が一層進行
○緩やかな結びつきで離合集散を繰り返し、匿名性の高い通信手段等を活用し、違法な資金
獲得活動をする「匿名・流動型犯罪グループ」（トクリュウ）と水面下でつながり共存
　～特殊詐欺、強盗さらにはSNS型投資・ロマンス詐欺など各種犯罪を組織的・広域的に敢行
㊟暴力団構成員等の数は概数であり、各項目を合算した値とは必ずしも一致しません。

令和6年末現在、六代目山口組系3団体約50人（前年比－10人）
※県内3団体は六代目山口組2次団体「大同会（米子市）」傘下。（松江市に2団体、浜田市に1団体）

○六代目山口組と神戸山口組の対立抗争状態により、島根県公安委員会による松江市の
「警戒区域」、両団体に対する「特定抗争指定暴力団等」の指定は、令和2年7月から継続中。
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少年を暴力団から守るために

少年を暴力団から守る

暴力団対応5原則
①誘いに乗らない ②話は信用しない ③話に応じない
④話にはすぐ返答しない ⑤誘われても絶対について行かない

○　おいしい話には裏があり、甘い話には罠がある。
○　声かけ・呼びかけには応じることなく、その場から立ち去る。
○　誘いには、はっきり・きっぱり「NO」と言う。

～「暴力団対応5則」で自分を守ろう!～～「暴力団対応5則」で自分を守ろう!～

　暴力団は、
　○　組員の逮捕や組員の高齢化により、不足する若手組員を補充する必要
　○　資金獲得活動の実行役として利用
などの理由から、少年に狙いをつけて組織加入の勧誘をしています。
　少年を暴力団から守るためには、少年に暴力団の実態を理解させ、対応を指導することが重要です。

暴力団の生活は、人間性無視の世界!

01 暴力団に入ると、まともな仕事はでき
ません。従って、生活費は犯罪で稼ぐ
ことになります。

　暴力団から、生活費などの支給はありません。
　暴力団は「犯罪集団」なので、警察に逮捕され
るのは当然のことです。犯罪で得た金も「組」が
吸い上げます。

02 暴力団に入ると、簡単に組抜け
（脱退）できません。

　暴力団に入ると、自由に組抜けするこ
とは許されません。組内のつながりは絶
対的なもので仮に許されたとしても「指
詰め」や「大金」を要求されます。対立抗
争で死の危険もあります。

03 暴力団に入ると、自由はありません。

　一日中、組事務所での電話当番、組長や幹部の世話、
使い走りをさせられ、自分の自由な時間はありません

少年に、甘い言葉で加入を勧誘!

01 暴力団は「スキ」のある少年を狙い、
加入を勧誘しています。

　暴力団は、少年を狙い組織への加入を勧誘し
ています。深夜徘徊、ヤケになって少年など「ス
キ」がある勧誘しやすい少年を狙っています。
「高級車に乗れる」「金回りが良くなる」「女性に
もてる」など甘い言葉をエサに「組」に加入させ
ていきます。甘い言葉には、騙されないでくださ
い。

02 暴力団は、暴走族や非行少年グルー
プ等絶好のターゲットとしています。
家出少年にも危険あり。

　暴力団の中には、暴走族上がりがいたり、暴
力団員が暴走族であったり、暴力団に上納金を
納めている暴走族があるなど暴力団と暴走族
は深い関係にあり「暴力団の予備軍」と言われ
ています。家出少年や家に寄りつかない少年
もターゲットになっています。

03 暴力団は、少年に犯罪を行わせています。

　暴力団は、自ら表舞台に出ないで少年達を手足と
して使って犯罪を行わせ、資金を得ています。振り込
め詐欺、債権取立、風俗店の呼込み、出会系サイトに
よる売春斡旋など、ありとあらゆる犯罪に少年が利
用されています。

04 暴力団の「掟」は、冷酷非情です。

　組長や幹部の命令は「絶対服従」という暴力団特有の「掟」があり、そ
の主たるものが、「反抗の禁止」「仲間を売る（密告・裏切り）ことの禁止」
などです。例えば「○○を殺せ」「××日までに○○○万円用意しろ」の命
令にも逆らえません。

05 暴力団は、「見栄とハッタリ」の集団です。

　暴力団は、「高級車を乗り回すこと」「ブランド品を身につけること」「札
びらを切ること」「目立つ女性を連れて歩くこと」の”見栄とハッタリ”の4
点セットで自分の存在を誇示します。少年の誘い言葉にも使います。

暴力団から
誘われたら、あるいは、
誘いに乗ってしまったら

私たちが、あなたを守ります。
警察をはじめ、家族・先生、そして暴追センターは、あなたの味方です。
一人で悩まないで、相談してください。待っていますから。
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暴力団等に対する基本的対応要領

平素の準備

有事の対応（不当要求対応要領）

　暴力団等から不当要求を受けた場合、
担当者が個人的に対応したり、担当者の
みに責任を押しつけることは絶対にやって
はいけません。
　不当要求に対しては、対応方針をあらか
じめ検討し、組織が一体となって対応する
ことが何より大切です。
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　令和6年度の不当要求防止責任者講習受講者1,235人の皆様に、
不当要求や講習についてのアンケート調査を行い、1,136人の方に
ご回答（回答率92.0％）いただきました。
 ご協力ありがとうございました。

　講習内容については、「具体的対応要領」「暴力団情勢」「暴対法等法解説」といった内容について充実して欲しい
旨の回答や「ロールプレイングがよかった」との声も多くありました。
　当センターとしても、この結果を踏まえ、今後も受講者の皆様のご要望に添えるよう努めてまいります。

1　講習を受講して、講習が「今後役立つと思う」との回答が、企業・行政合わせて91.8％。「今後の暴力団等との対応について」お尋
ねしたところ、「自信がついた」「ある程度対応できる」との回答が90.4％でした。この講習の効果があるという結果でした。

2　不当要求の有無についてお尋ねしたところ、「不当要求を受けたことがある（過去5年以内）」と答えた方が企業で30人、行政で
46人ありました。

　　不当要求の内容は、企業では、「機関誌等購読要求」「示談金の要求」「値下げ等要求」の順、行政では、「補償要求」「機関誌等購読
要求」「示談金の要求」「過度な行政サービスの要求」の順でした。

　　大半の方が要求を拒否したものの、「全面的に応じた」（3人）「一部受け入れた」（10人）と答えた方がありました。

※数値は回答数

受講しての感想

参考になり今後役立つと思う

役立つかどうか分からない

その他
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不当要求の内容

機関誌・図書の購読
寄付・賛助金の要求

許認可要求
下請・資材等納入
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示談金の要求

謝罪要求
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その他
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責任者講習におけるアンケート結果

対 象 者 数
回   答   数
回   収   率
不当要求あり

行政機関
636
563
88.5%
46

一般企業
599
573
95.7%
30

計
1235
1136
92.0%
76
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年会費
○企業・団体
　１口：１０，０００円
○個人
　１口： ５，０００円
　【口数は何口でも結構です】
　※入会申込書を送付します。

ご寄付
○金額の多寡は問いません。
○その都度受付ております。
※申込があれば、事業費等の
「寄付目的」を明確にするた
めの寄付書をお渡しします。

（公財）島根県暴力追放県民センターでは暴力団排除活動にご賛同いただける賛助会員の募集をしています。
当センターの活動に対する皆様のご支援・ご協力をお願いします。

①税制上の優遇
 当センターへの賛助会費・寄付金は、公益法人への寄付金としての
 税制上の優遇措置が適用されます（証明書を発行します）

②賛助会員ステッカーの交付
 賛助会員の会員証の「暴力追放賛助会員ステッカー」を
 交付します。（暴力団排除の意思の明示）

③機関誌等の送付
 当センター発行の機関誌や全国センター情報、
 各種暴排資料を定期的に送付します。

④ＤＶＤの貸出し等
 暴排DVDの貸出、ポスター等を優先的に提供します。

⑤ご案内　県民大会などのご案内をします。

特　　典

暴力団排除活動啓発用DVD貸し出しのご案内
不当要求対策～絶対に負けませんⅢ～

　カスタマーハラスメント
の態様をもとに、対応の基
本を集約。判断基準と対応
方針の確立を説明。

〈企業向け〉
本編全34分

不当要求対策～絶対に負けませんⅡ～

　「企業対象暴力」と「行政
対象暴力」の悪い対応と良
い対応を再現。どのような
対応がよいのか解説。

2部構成
27/34分

奴らには屈しない!

　ジャーナリストの視点から
暴力団の不当要求の現状と
関係遮断をしていく様子を
解説。

〈企業向け〉
本編全32分

賛助会員を募集しています賛助会員を募集しています

身に潜む危険

　大学の同級生が不当要求
事案を回想。どのような対
応が適切であるかを考え
る。責任者の重要性も描く。

〈企業向け〉
2部構成全40分

決定的瞬間!これが不当要求だ!

　2つのドラマをドキュメン
タリータッチで、暴力団と対
峙し関係遮断するまでを描
く。

〈企業向け〉
本編全34分

暴排の標～反社会的勢力を許さない社会～

　書籍購読要求、寄付金等
要求か物品購入要求、下請
参入要求の事例をもとに不
当要求の対応要領を解説。

4部構成
全34分

選択～暴排に向けて～

　暴力団等による食品メー
カー、町役場に対する不当
要求を例にどのような対応
を選択すべきかを考える。

2部構成
全55分

教訓～失敗を乗り越えて～

　部下が暴力団と関係を持
ち、倒産に追い込まれた兄
の会社を引き継いだ弟が、
兄の失敗を教訓に対応する
状況を描く。
〈企業向け〉
本編全34分

暴力団排除～絶対に負けません～

　反社会的勢力による企業
に対する嫌がらせ行為とそ
の対応策を解説。

〈企業向け〉
本編全39分

ホームページ ： https://shimane-b.sakura.ne.jp/
E -ma i l  : boutsui@mx.miracle.ne.jp

島根県松江市殿町383番地  山陰中央ビル7階

HPへはこちらから


